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適正な維持管理、さらに推進
紺野会長再選 単独浄化槽の効率化検査導入へ準備

第
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回
定
時
総
会

　会員ら97人が出席した。
紺野会長は埼玉県八潮市の
道路陥没事故等により汚水
処理施設の在り方に社会の
注目が集まっているとし
て、「業界の責任と使命を
自覚すべき局面。適切な設
置工事と定期的な保守点
検・清掃・検査により良好な水質を確保することで、
行政と地域の信頼が得られる。改めて法令順守、制度
理解を徹底してほしい」と呼び掛けた。来賓の角田和
行県生活環境部環境回復推進監兼環境保全担当次長、
中田直幸全国浄化槽団体連合会総務課長、山川正人県
環境整備協同組合連合会長が祝辞を述べた。
　議事では、令和６年度事業・収支決算報告を承認し、
令和７年度事業計画・収支予算を報告した。７年度は
一括契約を推進するほか、県浄化槽生涯保証システム
の加入促進や猪苗代湖周辺地域における窒素リン除去
型高度処理浄化槽の設置促進などを図り、浄化槽の適
正な維持管理を目指す。
　出前講座は学校側の評判が良く、実施校の増加を目
指して体制等を整える。効率化検査の導入は、11条検

査の受検率を向上させる対策の一環で、協会内に設置
した委員会が検討を進めている。９年度の導入を予定
しており、７年度中に県との協議などを行う。
　席上、功労者等を会長表彰し、全国浄化槽団体連合
会長表彰を伝達した。

　総会終了後、ＮＰＯ法人日本トイレ研究会の加藤篤
代表理事が「災害時のトイ
レ事情と対策」と題して講
演。東日本大震災や能登半
島地震など大規模災害時
における避難所のトイレ
問題について、現地調査
結果等に基づき説明した。
　表彰受賞者は次の通り。
　▽県浄化槽協会長表彰＝鴫原北斗（川俣環境）佐藤
幸三（佐藤鐡工所）須藤安幸（北東設備工業）中野和
典（日本大学工学部）▽全国浄化槽団体連合会長顕彰
＝岡光義（勿来衛生社）▽同表彰＝江口典志（福島青
興社）▽同感謝状＝猪俣孝之（坂下清掃）船山啓一（職
員）※２面に令和７～８年度役員を掲載
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　当協会は令和７年６月13日、福島市のウェディングエルティで第13回定時総会を開き、役員改
選で紺野正雄会長を再選した。浄化槽の適正な維持管理に向けて、一括契約（保守点検、清掃、
法定検査）の推進などに引き続き力を入れていくほか、小学生を対象とした出前講座「こども環
境教室」を拡大。単独処理浄化槽11条検査の効率化検査導入に向け準備を進める。

加藤氏が災害時トイレ対策講演
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国に合わせ補助増額を
浄化槽３団体が県に要望

　当協会は令和７年９月９日、８年度県予算の編成に
向けた県議会への要望活動を行い、単独処理浄化槽等
の転換に伴う撤去と宅内配管工事の県費補助増額な
ど、合併処理浄化槽の整備推進に係る補助制度の充実
等を訴えた。

　紺野正雄会長や
山川正人副会長は
じめ役員、事務局
ら16人が県庁を訪
れ、自民党と公明
党、県民連合に要
望書を提出した。
要望は合併処理浄

化槽補助制度の充実のほか①浄化槽法54条に基づく協
議会の設置②浄化槽分野のＤＸ化推進支援③浄化槽の
適正な維持管理に関する啓発④猪苗代湖周辺地域にお
ける、りん除去型浄化槽の維持管理費補助制度の創設。
　合併処理浄化槽に対する補助は、環境省が８年度末
の汚水処理施設整備概成に向け、整備を加速させるた
めに７年度、単独処理浄化槽とくみ取り槽の撤去補助、
宅内配管補助ともに１基当たり３万円増額しており、
県も補助額を増やすよう求めた。老朽化や地震・豪雨
等で被災した合併処理浄化槽の入れ替えに対する補助
制度の創設も要望した。
　法定協議会は、令和２年の浄化槽法改正で都道府県
による設置が努力義務とされた。設置により行政と業
界、指定検査機関等の連携が強化され、適正な施工や
維持管理（保守点検、清掃、法定検査）の徹底、単独
処理浄化槽の転換促進、浄化槽台帳の効果・効率的な
整備などが期待できるとして本県での設置を訴えた。
　ＤＸ化は、浄化槽関連の各種行政手続きや維持管理
に関する記録票など紙媒体による取り扱いが大半を占
める現状の改善を求めたもの。国が電子化に向けた法
改正の準備を進めており、維持管理状況の迅速な把握
に必要だとして、手続きのオンライン化や記録票の電
子化義務付け、それに伴うシステム構築などについて、
県条例の改正や市町村への支援を要請した。
　りん除去型は、条例により猪苗代湖周辺地域で設置
が義務付けられているが、通常型と比べ維持管理費が
高額のため、県費補助制度を創設し管理者の負担軽減
を図るよう求めた。

役職 氏名 支部 所属 備考

会長 紺 野 正 雄 福島 ㈱Ａ水技研 再任
副会長 山 川 正 人 福島 山川産業㈲ 再任

〃 佐 藤 幸 三 喜多方 ㈲佐藤鐡工所 再任
〃 中 野 和 典 員外 日本大学工学部教授 再任

専務理事 鴫 原 己 八 員外 (公社)福島県浄化槽協会 再任
常務理事 大 河 内 吉 二 員外 (公社)福島県浄化槽協会 新任

理事 佐 藤 祐 司 伊達 ㈲佐藤設備 新任
〃 矢 野 倉 弘 郡山 福島日化サービス㈱ 再任
〃 佐 藤 敬 介 郡山 ㈲協同清掃社 新任
〃 安 瀬 享 田村 ㈱伸和商会 新任
〃 小 野 寺 仁 須賀川 クボタ環境衛生㈱須賀川支店 再任
〃 齋 藤 淳 白河 ㈲白河衛生社 再任

役職 氏名 支部 所属 備考

理事 本 多 幸 雄 棚倉 ㈲カンスイ 再任
〃 猪 俣 孝 之 会津坂下 坂下清掃㈲ 再任
〃 穴 澤 貞 夫 南会津 ㈱光和設備工業所南会津支店 再任
〃 田 原 義 久 南相馬 ㈱昭和衛生センター 再任
〃 小 元 英 喜 南相馬 ㈲ひばり住設 再任
〃 豊 田 英 樹 相馬 ㈱相馬開発環境整備センター 新任
〃 長 尾 昌 也 いわき ㈲いわき環境センター 再任
〃 古 長　 浩 いわき 丸長建設工業㈱ 再任

監事 鴫 原 北 斗 福島 ㈱川俣環境 新任
〃 渡 部　 剛 郡山 ㈱総合住宅環境センター 再任
〃 佐 藤 正 志 員外 佐藤正則税理士事務所 新任

公益社団法人　福島県浄化槽協会役員（令和７～８年度）

　当協会と県合併処理浄化槽普及促進協議会（会長＝
高松義行本宮市長）、県環境整備協同組合連合会（山
川正人会長）は令和７年10月７日、県に対して、８年
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県費補助制度充実、 
協議会設置など要望

８年度予算編成で県議会に



福島県浄化槽協会  会  報 （3）

度県予算での浄化槽整備関連事業の拡充を要望した。
当協会の紺野正雄会長と高松、山川両会長が県庁を訪
れ、宍戸陽介県生活環境部長に要望書を提出。宍戸部
長、同部の加藤靖宏カーボンニュートラル推進監兼環
境共生担当次長、角田和行環境回復推進監兼環境保全
担当次長らと意見を交わした。
　要望は①浄化槽法第54条に基づく協議会の設置②浄
化槽分野でのＤＸ化推進支援③合併処理浄化槽に係る
補助制度の充実④浄化槽の適正な維持管理に関する啓
発⑤維持管理費補助制度の創設⑥猪苗代湖周辺地域に
おけるりん除去型浄化槽補助制度の拡充。
　このうち合併処理浄化槽に対する補助は、整備等補
助を強化している国の動きに合わせて拡充を求めた。
７年度に国が増額した単独処理浄化槽とくみ取り槽の
撤去・宅内配管補助を例に挙げ、老朽化や地震・豪雨
等で被災した合併処理浄化槽の入れ替えに対しては、
国と同額を支援する制度の創設を要請した。
　ＤＸ化は、国が維持管理等の実態把握を確実に行う
ため行政手続き等で電子報告を導入する準備を進めて

　令和７年度の浄化槽
関係事業功労者表彰で、
当協会会長の紺野正雄
氏（Ａ水技研）が国土交
通省不動産・建設経済局
長表彰を受賞した。
　浄化槽関係事業を通
して、地域の水環境保全

や公衆衛生の向上に寄与し、浄化槽業界の発展に
貢献した個人等を環境省と国交省が毎年表彰して
いる。７年10月１日に東京都新宿区のホテルグラ
ンドヒル市ヶ谷で開かれた第39回全国浄化槽大会
で賞状が授与された。

（
右
か
ら
）
紺
野
会
長
、
宍
戸
部
長
、
高
松
市
長
、

山
川
会
長

　当協会は、環境省と自民党本部に対し、浄化槽法の
早期改正と浄化槽システム脱炭素化事業の継続を要
望。法改正は、特に維持管理情報の電子報告や法定協
議会設置の義務化を求め、脱炭素化推進事業について
は補助要件の緩和も訴えた。自民党福島県連の令和８
年度政府予算要望活動に合わせ、７年12月４日付で要
望書を提出した。
　法改正は、自民党の浄化槽推進議員連盟が中心と
なって検討が進められており、当協会は早期実現を要
望。維持管理情報の電子報告は行政の事務負担軽減だ
けでなく、浄化槽維持管理業者のレベルアップや住民
の信頼確保にもつながるとして推進を訴えた。
　法定協議会は、設置が都道府県の努力義務となって
いる。協議会の設置により、行政と関係団体、指定検

査機関の連携が強化され、単独処理浄化槽の転換促進、
台帳の効率的な整備、特定既存単独処理浄化槽への円
滑な対応が期待できる。これまでも県に設置を呼び掛
けており、協議会の位置付けを法改正により強めるよ
う求めた。
　脱炭素化推進事業は、４年度に創設された環境省の
補助制度で、既設合併処理浄化槽（30人槽以上）の最
新型高効率機器への改修や省エネ型浄化槽への交換等
に係る事業費の２分の１を国が支援する。本県では６
年度までに82件の活用実績がある。
　８年度が事業の最終年度となっており、当協会は二
酸化炭素削減だけでなく、ランニングコスト削減や工
事等による地域経済への波及効果等が期待できるとし
て継続を要望。ただ県内自治体等からは「補助要件の
二酸化炭素削減率46％以上（槽本体交換）が達成困難」

「設計から施工までを単年度で行わねばならず期間が
短い」「人件費、部材費の高騰で費用対効果が実情に
沿わない」などの声があり、事業年度や二酸化酸素削
減率、費用対効果などの要件緩和を求めた。

おり、手続きのオンライン化や記録票の電子化義務付
け、それに伴うシステム構築などについて、県条例改
正や市町村への支援を訴えた。
　法定協議会は、行政・関係業界・指定検査機関の連
携強化や単独処理浄化槽の転換促進、台帳の効率的な
整備、特定既存単独処理浄化槽への円滑な対応が期待
できるとして早期設置を要望。適正な維持管理に向
け、県が主体となった効果的な手法による継続的な広
報や、少人数高齢世帯に対する費用負担軽減対策の実
施を求めた。通常型と比べ維持管理費用が高額な、り
ん除去型については設置補助増額と維持管理に関する
県費補助制度創設を要請した。

継続、要件緩和求める
浄化槽システム脱炭素化事業

環境省、自民党に要望書

紺野会長に局長表彰
浄化槽関係事業功労者



福島県浄化槽協会  会  報（4）

　当協会は、浄化槽法第11条検査の検査手法を変更し、
10人槽以下の単独処理浄化槽を対象とした効率化検査
を導入。検査員が行うガイドライン検査についてもＢ
ＯＤの測定を全人槽、全処理方式に拡大する。検査手
法の変更に伴い検査手数料を改定する。このほど、福
島県の承認を受けた。１年間の周知期間を設け、令和
９年度から実施する。
　本県の11条検査は、平成17年度から10人槽以下の合
併処理浄化槽で効率化検査を実施している。導入から
20年が経過し、浄化槽放流水の水質検査が環境保全に
及ぼす影響の大きさなどを考慮して、協会内に11条検
査の受検率向上を図るための委員会（下段記事参照）
を設置。対策等について検討を重ね、検査手法等の方
向付けを行った。
　委員会の検討結果に加え、他都道府県でもＢＯＤの
導入が年々拡大していることを踏まえ、検査手法を変
更する。法定検査時のＢＯＤ分析の対象範囲を拡大し、

処理方式・人槽に関わらず、すべての浄化槽で実施す
ることで、浄化槽に対する社会の信頼をより高めてい
く。検査手数料は、昭和60年度に法定検査事業を開始
して以来、初の改定となる。
　令和８年度は移行についての周知期間とし、各方部
で効率化検査に関する説明会を開催する予定。検査員
が実施するガイドライン検査でも今後、効率化検査の
導入を検討する。

　令和９年４月１日以降の検査手数料の内訳は〈下表〉
の通り。すべての浄化槽に対してＢＯＤ分析を導入す
るため、既に導入済みの「10人槽以下の合併処理浄化
槽」を除き、新料金は一律2,000円（ＢＯＤ分析委託
料相当額）のアップとなる。10人槽以下の合併処理浄
化槽の料金は変更なし。

　浄化槽法第11条検査受検率向上策検討委員会は令和
７年７月29日、福島市のウェディングエルティで第９
回検討委員会＝写真＝を開催。受検率向上策の方向性
について最終決定し、委員会としての答申を行った。
　答申の中身は①単独処理浄化槽について検査補助員
による効率化検査を導入する。判定に際しては維持管
理記録の電子情報を活用するとともにＢＯＤの測定を
行う。採水業務の開始は令和９年度とし、令和８年度
を準備期間として浄化槽管理者への周知などを行うこ
と②検査員が行うガイドライン検査については、ＢＯ

Ｄの測定対象を全ての人槽及び処理方式に拡大するこ
と③昭和60年度に県知事より指定検査機関の指定を受
けて以来、検査手数料の見直しを一度も行っていな
かったが、ＢＯＤの実施に伴う手数料の見直しに向け
て県との協議を行うこと。

検査手数料を改定

単独処理浄化槽に効率化検査を導入単独処理浄化槽に効率化検査を導入
法定11条検査 手法変更すべてでＢＯＤ分析

受検率向上策を答申
検討委員会が方向性示す

検査手数料 　改 正(令和9年4月1日より) 現 行(令和9年3月31日まで)

(円)
法第７条

法第11条
法第７条

法第11条

処理方式・人槽 単独 合併 単独 合併

10人槽以下 10,000 6,000 6,000 10,000 4,000 6,000

1 1 ～ 2 0 人 槽 13,000 8,000 10,000 13,000 6,000 8,000

21～ 100人槽 15,000 10,000 12,000 15,000 8,000 10,000

101～500人槽 19,000 14,000 16,000 19,000 12,000 14,000

501～3,000人槽 21,000 16,000 18,000 21,000 14,000 16,000

3,001人槽以上 24,000 16,000 21,000 24,000 14,000 19,000

注）法第７条検査及び法第11条検査のうち10人槽以下の合併処理浄化槽については改正はありません。(変更なし）
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　本県は、浄化槽の普及が進んでいる一方で、みなし
浄化槽（単独処理浄化槽）の法11条検査受検率が極端
に低く、水環境保全の観点から当協会浄化槽検査委員

会に検討委員会を設置。学識経験者、関係市町村、保
守点検・清掃業者、指定検査機関で構成し、令和元年
度から受検率向上策について検討を進めていた。

　維持管理記録票ＤＸ化推進ワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）は令和８年２月13日、福島市のウェディングエル
ティで最終となる第５回会議＝写真＝を開き、中・大
型合併処理浄化槽（51人槽以上）保守点検記録票の電
子化対応様式をまとめた。様式のイメージは＜下右＞
の通り。現在リニューアル中の電子報告システムとの
整合を図っており、システムが確立され次第、様式や
記載事項の詳細コード等を公表する。
　ＷＧは、昨今の環境省が推進する維持管理情報の電
子化や法改正の動向を踏まえ、県内の維持管理に関す
る電子化を推進するため、令和６年
度に維持管理部会の管下に設置。未
確定となっていた51人槽以上の中・
大型合併処理浄化槽の保守点検記録
票の電子化対応様式作成など、最新
の現場実務に即した内容について検
討を行い、第５回会議で記録票と所
見の詳細などを確定した。
　記録票の作成と並行して、協会で
は中・大型浄化槽の電子報告プログ
ラムの開発を進めており、これらの
テスト報告も行い、体制が整い次第、
公表する。
　中・大型合併処理浄化槽の保守点
検記録票については、小型合併処理
浄化槽の保守点検記録票と同様に、
福島県と中核市３市（福島市・郡山
市・いわき市）の保守点検業者登録
条例施行規則で定める業務日誌に準
ずる様式としての監修を受ける準備
を進めるとともに、他市町村でも維
持管理状況の迅速で確実な実態把握
が可能となる電子化対応様式の導入
推進に向け、協力を求めていく。
　清掃記録票についても安全確認に
関する項目などの一部改正を予定し
ており、県環境整備協同組合連合会
との調整を図っている。
　このほか、協会主催の講習会で、
中・大型合併処理浄化槽保守点検記
録票の記入方法等を説明する。

中・大型合併処理浄化槽 保守点検記録票の電子化確立
ＤＸ化推進ＷＧで様式まとめる

（これは確定版ではありません）
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　環境省の補助制度「浄化槽システムの脱炭素化推進
事業」は７年度、県内から24件の申請があり、都道府
県別の申請件数で３年連続トップとなった。
　同事業は、既設中・大型浄化槽の最新型高効率機器
への改修（機器改修）や先進的省エネ型浄化槽への交
換（槽本体交換）、これらと併せて行う再生可能エネ
ルギー設備導入を支援するもので、環境省が令和４年
度に創設した。補助率２分の１。民間企業や地方公共
団体など、ほぼすべての浄化槽所有者が利用できる。
環境省は８年度当初予算案にも７年度と同額の事業費
18億円を盛り込んでいる。
　県内の７年度申請は機器改修22件、本体交換２件で、
管理者別の内訳は民間企業（工場、店舗、宿泊施設等）
が12件、市町村（児童施設、集会所、観光施設等）と
社会福祉・医療法人（介護福祉施設、病院）が各６件。
交付額は計3658万6000円。

　当協会は令和８年２月27日、福島市のウェディング
エルティで８年度「浄化槽システムの脱炭素化推進事
業」に関する行政機関向け事前説明会を開き、県・市
町村の浄化槽、施設管理担当者に事業概要や県内補助
実績、活用事例などを紹介し、公共施設での補助活用
を呼び掛けた。
　脱炭素化推進事業の前身となる省エネ型浄化槽シス
テム導入推進事業（平成29～令和３年度）で、本県の

　当協会は令和７年６月６日、郡山市のビッグパレッ
トふくしまで、７年度「浄化槽システムの脱炭素化推
進事業」に関する補助金制度説明会‌ ＝写真＝�​を開いた。
　浄化槽管理者と市町村担当者ら計約110人が参加し
た。鴫原己八協会専務理事が「地球温暖化に起因する
豪雨災害が頻発化している。浄化槽ブロワも省エネ型
への変換を進め、少しでもCO2削減に貢献したい」と
あいさつした。

　棚木康仁協会
総務部次長が県
内における補助
制度の活用実績
について説明し
た。県内では前
制度の省エネ型
浄化槽システム

導入推進事業で平成29年度から令和３年度までの５年
間に計92件、総事業費４億5823万円（補助率２分の１）
の事業を創出したほか、現制度（事業期間＝令和４～
８年度）では４年度に14件、５年度は33件の機器更新
を申請。６年度は２年連続全国最多となる35件を申請
し、総事業費7452万円の事業を生み出した。主な事業
は予防保全による機器更新や、少子化に伴う施設のダ
ウンサイジング。
　平川さくら全国浄化槽団体連合会主査が浄化槽シス
テムの脱炭素化推進事業の概要と各補助対象区分の申
請事例、吉田萌夏協会主事が申請書類等のチェックポ
イントを説明した。

№ 更新区分 申請者 施設名
Ｃ削減量 
(t-Ｃ)

1 機器 民間企業 工場 2.3 

2 機器 市町村 児童施設 3.7 

3 機器 民間企業 店舗 1.6 

4 機器 民間企業 宿泊施設 7.7 

5 機器 医療法人 病院 25.3 

6 機器 民間企業 宿泊施設 6.4 

7 機器 民間企業 店舗 3.3 

8 機器 民間企業 店舗 1.2 

9 槽本体 民間企業 共同住宅 14.3 

10 機器 市町村 店舗 0.9 

11 機器 社会福祉法人 介護福祉施設 1.6 

12 機器 社会福祉法人 介護福祉施設 2.1 

13 機器 民間企業 事務所 0.9 

14 機器 社会福祉法人 介護福祉施設 1.6 

15 槽本体 民間企業 工場 4.6 

16 機器 市町村 集会場 4.6 

17 機器 市町村 公衆便所 1.2 

18 機器 市町村 公衆便所 1.2 

19 機器 学校法人 学校 2.1 

20 機器 社会福祉法人 介護福祉施設 8.5 

21 機器 民間企業 工場 1.2 

22 機器 市町村 観光施設 1.0 

23 機器 民間企業 娯楽施設 3.7 

24 機器 民間企業 工場 2.0 

計 103.0 

自
治
体
に
補
助
活
用
を
呼
び
掛
け
た

説
明
会

Ｒ７年度補助開始で説明会

公共施設での活用呼び掛け
行政担当者向け事前説明会

浄化槽システム浄化槽システム
脱炭素化推進事業脱炭素化推進事業 Ｒ７年度県内申請24件、３年連続で全国１位
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補助実績は計92件。二酸化炭素削減量は636. ６t、補
助金交付額は計２億2911万円。脱炭素化事業の本県補
助件数は４年間で計106件と、４年間で既にシステム
導入推進事業の実績を超えている。
　本県は、公共施設での補助活用が多いのが特徴で毎
年、全国の公共施設申請実績の３～５割を占める。活
用実績のある自治体が複数回申請しており、小野町は
４年連続で補助を活用し、対象要件を満たす町営住宅
の全浄化槽機器を更新した。
　説明会は、公共施設での活用をさらに促進しようと
開いたもので、県・市町村の浄化槽、施設管理担当者

30人が出席した。鴫原己八協会専務理事が「省エネ型
浄化槽は地球温暖化対策として二酸化炭素削減にも有
効。補助金を適正な維持管理に役立ててほしい」とあ
いさつした。永浦康史環境省環境再生・資源循環局廃
棄物適正処理推進課浄化槽推進室長補佐が「浄化槽行
政の現状・課題」と題して講話。浄化槽の効果的・効
率的な導入事例や、浄化槽整備推進に係る８年度予算
案の概要を説明した。
　脱炭素化推進事業について、平川さくら全国浄化槽
団体連合会主査が補助実績等を報告。当協会が公共施
設の申請に係る書類作成のポイントを解説した。

　県合併処理浄化槽普及促進協
議会（会長＝高松義行本宮市長）
は令和７年５月23日、郡山市の
県農業総合センターで第34回通
常総会を開いた。
　県内市町村から40人が出席。
高松会長が「災害に強く、県が
直面している人口減少の課題にも柔軟に対応できる浄
化槽の普及拡大を推進していく。維持管理情報のＤＸ
化など、体制整備も行っていきたい」とあいさつした。
　事業計画は①行政の浄化槽事業担当者向けの研修会
の実施・参加②既存単独処理浄化槽の合併処理浄化槽
への転換促進③市町村浄化槽台帳管理システムの精度
向上と維持管理の電子化④法定協議会の設立要望と協
議会を通じた浄化槽の普及啓発。普及促進に向けては、
国の宅内配管工事補助制度（循環型社会形成推進交付
金）を活用する。
　総会終了後の研修会では、本県の汚水処理整備の在
り方をテーマに、三菱総合研究所グループ傘下で社会
インフラの調査・分析・コンサルティングを行うエム・
アール・アイリサーチアソシエイツの三堀純主任研究
員が講演した。
　県の人口が直近20年で約38万人減少すると予測する
総務省の統計データを踏まえ、「汚水の集合処理は人
口が減少しても管理費用が変わらず、人口減少が懸念
されている本県は将来的な負担が大きい。一方、浄化

槽は人口減少に伴い、費用も減少する」と説明。社会
全体としても頻発化・激甚化する自然災害に備え、既
設集合処理施設の撤去と浄化槽化の動きが出てきてい
るとして、埼玉、熊本両県の先進事例を紹介した。

　県合併処理浄化槽普及促進協
議会（会長＝高松義行本宮市長）
は令和７年８月６日、郡山市の
郡山ユラックス熱海で７年度浄
化槽行政職員研修会を開き、県
や市町村の浄化槽担当職員ら70
人が国等の浄化槽行政や汚水処
理の動向などを確認した。
　沼田正樹環境省環境再生・資
源循環局廃棄物適正処理推進課
浄化槽推進室長が浄化槽行政の
現状と課題について講話した。
単独処理浄化槽の早期転換に向
け、特定既存単独処理浄化槽（特
定既存）の対応と維持管理の向上が課題となっており、
それに対応するため自民党浄化槽推進議員連盟が議員
立法による法改正を目指している。
　改正案は①都道府県から浄化槽管理者への維持管理
義務通知制度の創設②保守点検・清掃の実施状況の報
告義務化③指定検査機関の機能強化④無届浄化槽に対
する指導権限の創設⑤浄化槽設備士の定期研修制度―
で、維持管理の実態把握と都道府県による指導等を強
化する。
　高久博弥県生活環境部一般廃棄物課主事が補助制度
の概要などを説明。元三春町企業局長で総務省の地方
公営企業経営アドバイザーを務める遠藤誠作氏が「人
口減少下における小規模下水道浄化槽転換の動きと浄
化槽の理想的な維持管理体制構築」と題して講演し、
市町村における汚水処理施設の在り方などを助言し
た。
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法定協議会設立要望へ
県合併浄化槽普及促進協が総会

浄化槽行政の動向理解
自治体担当者が研修会
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　当協会は令和７年９月10日、福島市のパルセいいざ
かで「浄化槽の適正な維持管理技術に関する講習会」
を開き、浄化槽管理士らが保守点検や清掃に関する最
新の知識、技術を学んだ。県、福島・郡山・いわき市
の共催。
　県と３市は、浄化槽保守点検業者登録条例で、所属
する全浄化槽管理士に登録有効期間（３年間）内に１
回以上の指定講習受講を義務付けており、同協会が実
施機関に位置付けられている。今回は通算17回目。県
内各地から浄化槽を担当する市町村職員を含め約200
人が受講した。

　講習では、日本環境整備教
育センターの仁木圭三理事が
中・大型浄化槽などを例に、
最新浄化槽の構造・機能や保
守点検・清掃の留意点を講義。
休止時や、転換浄化槽の初回
保守点検時の注意事項、改善
事例（トラブルシューティン
グ）などを紹介した。
　源氏直人福島市上下水道局
下水道管理課生活排水係技査
は、更新登録等の留意点や浄
化槽行政の動向、補助制度の
概要などを説明。ダイキアク
シス技術・生産本部開発部水
環境システム課の越智翔汰郎
氏が小型浄化槽の維持管理、青鹿弘典笠原理化工業営
業部長が水質測定機器の適正な使用方法について解説
した。
　受講者はこのほか、保守点検記録票の記入方法や11
条検査（BOD測定）の実施方法を確認。当協会賛助
会員から最新の浄化槽関連機器などの説明も受けた。県内各地から約200人が受講した講習会

‌‌

仁
木
氏
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氏

管理士200人が最新知識・技術学ぶ
第17回適正な維持管理技術に関する講習会

　当協会は令和７年10月24日、郡山市の郡山ユラック
ス熱海で適正な施工に関する講習会を開き、県内の浄
化槽設備士や行政担当者ら約130人が受講した。
　講習会は、関係法令に基づく適切な浄化槽工事の推
進を目的に、員外を含む県内の浄化槽工事業者に所属
する設備士、従業員等を対象に毎年開いている。
　慶徳直人県土木部建築指導
課主任建築技師が「建築基準
法における浄化槽の取り扱
い」をテーマに講義し、４月
に施行された改正建築基準法
の中身などを解説した。大河
内吉二協会事務局長兼浄化槽
検査委員会検査部長が法定検
査の結果に基づく施工の注意点、鴫原己八県合併処理
浄化槽普及促進協議会事務局長が浄化槽設置整備事業
の概要等を説明した。
　岡城孝雄岡城技術士事務所長が「浄化槽の有効性と
その能力を発揮させる浄化槽設備士への期待」と題し

て講話した。下水道施設の老朽化や人口減少、財政難
などから、汚水処理対策を浄化槽にシフトする動きが
出てきており、適正施工の重要性を改めて強調。能登
半島地震などでのトイレの被災状況等を紹介し、リス
クを分散できる浄化槽のメリットなどを説いた。
　講習終了後、浄化槽設備士には受講修了証が交付さ
れた。
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浄化槽工事適正施工の重要性を再確認
講習会に設備士ら130人受講
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令和７年度環境教室
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　当協会は令和７年度、小学生対象の出前講座「こど
も環境教室」を福島・いわき市、川俣・猪苗代町の計
９校で行い、計329人の児童に水環境保全の重要性な
どを伝えた。
　環境教室は、協会の重点事業として平成29年度から
取り組んでいる。実施小学校管内の支部が中心となり、
会員らが生活排水の処理方法や水循環の仕組みなどに
関する授業を行い、水の大切さや浄化槽の役割等を教
えている。
　授業では、会員が実物大のカットモデルなどを用い
ながら浄化槽の構造や水循環、生活排水処理について
説明し、児童が①顕微鏡による微生物の観察②パック
テストによる水質測定③ペーパー類の溶解度比較実験
－を行った。
　７年度は福島市５校、いわき市２校、猪苗代町、川
俣町各１校で実施した ＜下表参照＞  。このうち猪苗代
小は、県から受託している猪苗代湖等の水環境保全普
及・啓発事業の一環として、県と共催で授業を行った。
　既に数校から依頼がきており、８年度も事業を継続
する予定。
令和７年度環境教室実施校

開催日 自治体 小学校名 学年 参加人数

6月24日 福島市 佐倉 4 16

6月26日 福島市 清明 4 20

6月30日 福島市 庭塚 4、5、6 39

7 月 4 日 川俣町 川俣 4 44

7 月 7 日 福島市 岡山 4 58

7 月 8 日 福島市 湯野 4 24

9 月 2 日 猪苗代町 猪苗代 5 58

11月7日 いわき市 勿来第二 4 17

11月27日 いわき市 好間第一 4 53
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　当協会は、猪
苗代湖および裏
磐梯湖沼流域の
生活排水改善事
業を県から受託
しており、令和
７年度は、流域
の住民を対象と

した「窒素りん除去型浄化槽説明会」を猪苗代町で３
回開催。猪苗代小学校では出前環境教室を開いた。
　同事業は、猪苗代湖の現状や浄化槽の適正な維持管
理、家庭でできる生活排水の取り組みのほか、環境負
荷の低い窒素りん除去型浄化槽への転換等について、

同流域住民に対し普及啓発を図るもの。
　説明会では、県生活環境部水・大気環境課の管野星
副主査が「猪苗代湖の水質と県の取り組み」、猪苗代
町上下水道課の古川睦志主査が町浄化槽設置整備事業
補助金について解説。当協会が生活排水対策や窒素り
ん除去型高度処理浄化槽の構造・機能などを紹介した。
　猪苗代小の出前講座では、こども環境教室の一環で
５年生に水の大切さを伝えた。

窒素りん除去型普及へ説明会
猪苗代町で生活環境改善事業

住
民
説
明
会

猪
苗
代
小
で
の
出
前
講
座
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　当協会は令和７年11月12日、福島市のエルティで臨
時総会＝写真＝を開き、協会事務所の移転に伴う資金
調達等の決議を行った。
　当協会及び浄化槽検査委員会事務局・福島支所が入
居する建物（福島市野田町１丁目16－35）は、築40年
を超え、東日本大震災でも大きく被災し、その後も余
震が発生するたびに補修を繰り返してきた。同時に、
職員の増加による執務スペース等の狭小化など、就労
環境が年々悪化していることから、浄化槽法定検査事
業から、事務所移転に要する費用の積立を行ってきた。
　当初は賃貸を想定して準備を進めてきたが、賃貸料
や敷地面積、交通事情など様々な要素から判断して賃
貸方式では無く土地の取得および事務所を新築する方

行った。
　また、当協会浄化槽検査委員会委員である稲森悠平
先生が浄化槽検査員研究会および浄化槽行政担当者研
究会共通の情報提供として「霞ヶ浦の水環境と保全対
策」と題して講演した。　公益財団法人日本環境整備教育センター主催の第39

回全国浄化槽技術研究集会が令和７年10月15、16日、
茨城県水戸市で開催され、当協会浄化槽検査委員会の
棚木康仁総務部次長兼検査部主任検査員が「IoT 活用
をはじめとした安全管理の各種取り組み」、菅原崇聖
福島支所主任検査員が「浄化槽法定検査時におけるヒ
ヤリハットとインシデント」をテーマに研究発表を

針に転換。理事会での承認と第13回定時総会での報告
を経て、臨時総会を開催した。臨時総会の開催は、公
益社団法人に移行後初めて。
　臨時総会の決議を受け、令和７年12月に第１期分の
土地を取得。令和８年２月に新築建物の建築確認申請
を行い、併せて見積もり合わせによる建築業者の選定
を進めている。

公益法人移行後初の臨時総会
協会事務所を移転へ

会員の入会状況

　≪正会員：１社≫

支　部 社　　　名 代表者名 所  在  地 電話番号 業　種 入会日

喜多方 有限会社 奥川商会
代表取締役

玉木　隆行

〒969-4406
(0241)45-4488

保守点検
清掃

R7.4.1
耶麻郡西会津町野沢字宮田甲747-イ

　≪賛助会員：１社≫

環境工学研究所 株式会社
代表取締役

後藤　利幸

〒500-8357
(058)276-0350

システム
開発

R7.7.1
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目12-19

　自民党浄化槽推進
議員連盟（浄議連、
会長＝鈴木俊一衆議
院議員）に、本県選
出の西山尚利衆議院
議員が新たに加盟し
た。
　本県選出の加盟議
員は西山代議士のほ
か、坂本竜太郎衆議
院議員と森まさこ、
星北斗両参議院議員
の４人となった。

西山尚利氏が加盟
浄議連 本県選出議員４人に

坂本氏西山氏

森氏 星氏研修集会に参加した当協会職員ら

職員２名が研究発表
第39回全国浄化槽技術研究集会


